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介護福祉士修学資金は、貸付制度（貸付金：借りるもの）です。卒業後、

奈良県内の福祉施設などで引き続き５年間介護業務に就き、随時必要な書類を

提出することによってはじめて返還免除を受けることができます。しかし、返還免除に

該当しない場合は必ず返さなければなりません。 

 

修学資金を借りるのも、返すのも、返還免除の申請を行うのも、みなさんご自身

です。人任せにせず、借りるのは自分という自覚をもって申請してください。 

 

 

 

○申請期限    令和８年５月 15 日（金）  本会必着  

 

 

○申請方法    養成施設を通じて申請してください。 

申請書類一式は学校の担当窓口に提出してください。 

 

 

 

令和８年４月  

 

社会福祉法人奈良県社会福祉協議会

令和 8 年度 

介護福祉士修学資金 募集要項  
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この介護福祉士修学資金貸付制度は、介護福祉士の資格取得をめざす学生の修学を

支援し、質の高い介護福祉士の養成と確保を図る目的で、「社会福祉法人奈良県社

会福祉協議会介護福祉士修学資金貸付要綱」に基づき、養成施設に在学する学生に

修学資金を貸付する制度です 

 

◆実施主体◆ 

 社会福祉法人  奈良県社会福祉協議会  

 

◆貸付対象者◆ 

 貸付対象の者は、養成施設卒業し、資格取得後、奈良県内の社会福祉施設等で介護福祉

士として引き続き５年以上介護の業務に従事しようとする意思を有し、下記のいずれかの要件

を満たすことが必要です。 

  ①奈良県内の介護福祉士の養成施設に在学していること 

  ②奈良県内に住民登録していること 

 

◆募集人員◆ 

 １３０名以内   

 

◆貸付額等◆ 

 １年次申請分   

修学資金  月額  ５０，０００円  以内（１年次：６００，０００円）  

入学準備金  ２００，０００円  以内  

国家試験  
受験対策費用  

４０，０００円 以内  

合   計  ８４０，０００円  以内  

  

２年次申請分  

修学資金  月額  ５０，０００円  以内（１年次：６００，０００円）  

就職準備金       ２００，０００円  以内  

国家試験  
受験対策費用  

４０，０００円 以内  

合   計  ８４０，０００円  以内  

 
※1 養成施設入学前に生活保護受給世帯の者であって、入学後に生活保護が廃止された者や、

前年度または当該年度において生活保護受給世帯に準ずる経済状況にある世帯の者は、 
生活費加算を受けることができます。 

※2 加算額は生活保護制度における生活扶助基準の居宅（第 1 類）に掲げる額であり、 
申請時の年齢と居住地によって異なります。 
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※3 高等教育の修学支援新制度との併用について 
    授業料減免の支援対象となる方については、修学資金（月額 50,000 円以内）、入学金に 

ついては減免後も自己負担が生じる場合に限り、貸付を受けることができます。 

 

◆貸付期間及び貸付方法◆ 

①貸付対象期間は、養成施設の正規の修学期間内です。 

②今年度申請できる貸付期間は、１年以内です。 

③資金は、６月と１０月の２回に分割して交付します。 

④貸付金は 「無利子」 です。 

 

◆提出書類◆  

①次の書類に必要事項を記入してください。 

ア 申請書（第1号様式） 

②次の書類を取得し、養成施設に提出してください。 

イ 住民票 

※外国籍の方は在留資格を確認する必要がありますので、在留資格等の記載のある

ものを提出してください。 

③次の書類は、該当する場合のみ提出してください。 

ア 生活費の加算を希望する場合 

※ただし、生活費加算と生活保護の支給を同時に受けることはできません。 

イ 養成施設入学前に生活保護を受けていた（入学後に生活保護が廃止された）場合 

→生活保護が廃止されたことを証明する福祉事務所長が発行する保護変更決定通知

書の写し 

ウ 前年度または当該年度において生活保護受給世帯に準ずる経済状況にある世帯（市

       町村民税非課税世帯、市町村民税減免世帯、国民年金掛金減免世帯、国民健康  

       保険料減免または猶予の世帯等）の場合  

→非課税証明書や国保等減免証明書    等 

④養成施設は、学生との面接を行い、申請者一覧（第２号様式）を作成し、社会福祉法

人奈良県社会福祉協議会（以下「本会」という。）に提出してください。 

 

◆募集期間◆ 

令和８年４月２０日（月）から５月１５日（金）（必着）です。 

期日までに在学する養成施設を通じて、本会に到着するように準備してください。 

 

◆貸付決定について◆ 

貸付の決定は本会において審査を行い、在学する養成施設を通じて通知します。 
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◆連帯保証人について◆ 

貸付を受けるには、連帯保証人が１名必要です。申請時点で６５才未満の安定した収入

のある方でお願いします。なお、連帯保証人は日本国籍を有する者、特別永住者、永住者の在

留資格を持つ外国籍の方に限ります。 

留学生については、個人に連帯保証人をお願いすることができない場合、法人に連帯保証人

となってもらうことができます。所定の期日までに事前に要件を満たす法人であるか、事前に申請

していただいている法人に限ります。 

 

◆貸付決定後の手続き◆ 

①貸付決定を受けた方（以下「修学生」という。）は、本会の所定期日までに在学する養成

施設を通して本会に提出してください。 

ア 誓約書（第３号様式）  

イ 借用証書 等 

※決定後に提出いただく書類等の詳細は個別に案内します。 

②本会は、誓約書、借用証書等貸付に必要な書類を確認した後、修学資金振込口座申請

書（第４号様式）に記載の口座に資金を送金します。 

なお、第2回目以降の資金交付に際しては、在学していることの証明書等を提出することが

   必要です。 

 

◆貸付決定後の留意点◆ 

貸付けを受けた方が次のいずれかに該当する場合は、修学資金の貸付契約を休止又は解除

します。 

① 休学したとき 

② 停学の処分を受けたとき 

③ 養成学校等を退学したとき 

④ 疾病等のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき 

⑤ 学業成績が著しく不良となったと認められるとき 

⑥ 修学資金の貸付を辞退したとき 

⑦ 修学生が死亡したとき 

⑧ その他この資金貸付の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき 

 

◆貸付金の返還◆ 

この修学資金は、介護福祉士の専門資格を有する質の高い人材の確保を図り、奈良県内の

福祉サービスの質の向上を目的としていますので、本会が定める返還免除や猶予の事由に該当
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する場合を除き、修学生が責任を持って返還しなければなりません。 

また、修学生本人が何らかの理由により返還できなくなった場合は、連帯保証人にその債務を

負担いただきます。 

返還の事由が生じた場合は、その事由が生じた日の属する月の翌月から、最長５年以内に

本会が指定する方法により返還しなければなりません。 

なお、正当な理由なく返還期日までに返還できなかったときは、返還期日の翌日から返還日

までの日数に応じて「年率３％」の延滞利息を支払わなければなりません。 

 

◆返還免除◆ 

修学生が養成施設を卒業後、原則１年以内に対象資格を取得したうえで、奈良県内におい

て５年以上、介護の業務に従事した場合等において貸付金の返還が免除されます。 

 

◆届出事項◆ 

修学生は、申請時の状況に変更があったときなどは、原則として養成施設等を通じて、本会に

届け出ることが必要です。 

①在学中の届出事項  

ア 氏名又は住所（連絡先、電話番号等）を変更したとき 

イ 疾病等により修学の見込みがなくなったとき 

ウ 休学・復学、又は退学したとき 

エ 停学その他の処分を受けたとき 

オ 卒業したとき 

カ 連帯保証人の氏名、住所その他事項に変更があったとき 

キ 修学資金の貸付を辞退するとき 

ク 他種の養成施設等に入学したとき   等 

※卒業後は、直接本会に届け出ることが必要です。 

②貸付期間以降の届出事項  

ア 奈良県内の社会福祉施設等で介護の業務に従事したとき 

イ 介護福祉士として国家資格を登録したとき 

ウ 引き続き介護の業務に従事しているとき 

エ 介護の業務従事先を変更したとき 

オ 介護の業務に従事しなくなったとき   など 

※異動に関する届出書類や提出方法等詳細は、個別にお問い合わせください。



 

 


